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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器ＵＥがトラッキングエリア更新ＴＡＵ要求を発信してから、移動管理エンテ
ィティＭＭＥが、更新後のターゲットサービスゲートウェイＳＧＷとソースサービスゲー
トウェイＳＧＷとが同様であるか否かを判定することと、
　判定結果がＮＯである場合、前記ＭＭＥは、続いて前記ＵＥの現在アクセスしている進
化型基地局ｅＮｏｄｅＢが変更されたか否かを判定することと、
　前記ｅＮｏｄｅＢが変更されていない場合、前記ＭＭＥが前記ＵＥにサービスするよう
に前記ターゲットＳＧＷを選択するとともに、前記ＵＥがターゲットＳＧＷのサービスエ
リア中に変更することを指示する通知メッセージを、前記ｅＮｏｄｅＢに送信する、又は
、前記ＭＭＥが前記ＵＥにＳＧＷを選択することを停止し、前記ＵＥに引き続きソースＳ
ＧＷでサービスを受けることを直接に指示することと、
　を含むトラッキングエリア更新後にユーザ機器サービスの継続性を維持する方法。
【請求項２】
　前記ＭＭＥが、前記ターゲットＳＧＷを前記ＵＥにサービスするＳＧＷとして選択して
から、
　前記ＭＭＥが、コアネットワークがターゲットＳＧＷで前記ＵＥに第１のベアラコンテ
キストを作成したことを確定することと、
　前記ＭＭＥが、前記第１のベアラコンテキストが作成されたことにより、トラッキング
エリア更新が成功したと確定し、前記ＵＥに対してトラッキングエリア更新が成功したこ
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とを指示する確認メッセージを送信することとを含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＭＭＥが、前記ＵＥがターゲットＳＧＷのサービスエリア中に変更することを指示
する通知メッセージを、前記ｅＮｏｄｅＢに送信することは、
　前記ＭＭＥが、前記ＵＥがターゲットＳＧＷに載置した、前記ＵＥがすでにターゲット
ＳＧＷのサービスエリア中に変更したことを指示するインターネットプロトコルＩＰアド
レスとトンネルエンドポイント識別子ＴＥＩＤを取得することと、
　前記ＭＭＥが前記ＩＰアドレスと前記ＴＥＩＤとを通知メッセージに載せて前記ｅＮｏ
ｄｅＢに送信することとを含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＭＭＥが、前記ＩＰアドレスと前記ＴＥＩＤとを通知メッセージに載せて前記ｅＮ
ｏｄｅＢに送信してから、
　前記ｅＮｏｄｅＢが前記確認メッセージにおける前記ＩＰアドレスと前記ＴＥＩＤによ
り、ＵＥに載置させるアップリンクを、前記ソースＳＧＷから前記ターゲットＳＧＷへ切
り替えることと、
　切替操作が成功した場合、ＵＥからのアップリンクサービスパケットを受信し、アップ
リンクサービスパケットを前記ターゲットＳＧＷに転送することと、さらに含む請求項３
に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＭＭＥが前記ターゲットＳＧＷを前記ＵＥにサービスするＳＧＷとして選択すると
ともに、前記ｅＮｏｄｅに対して、前記ＵＥに前記ターゲットＳＧＷのサービスエリアに
変更することを指示する通知メッセージを送信する、又は、前記ＵＥにＳＧＷを選択する
ことを停止し、直接前記ＵＥに引き続きソースＳＧＷでサービスを受けることを指示して
から、
　前記ＭＭＥが前記ＵＥに対してトラッキングエリア更新が成功した旨の確認メッセージ
を送信することをさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　移動管理エンティティＭＭＥにあるトラッキングエリア更新後にユーザ機器サービスの
継続性を維持する装置であって、
　ユーザ機器ＵＥがトラッキングエリア更新ＴＡＵ要求を発信してから、更新後のターゲ
ットサービスゲートウェイＳＧＷとソースサービスゲートウェイＳＧＷとが同様であるか
否かを判定する第１の判定モジュールと、
　前記第１の判定モジュールの判定結果がＮＯである場合、前記ＵＥの現在アクセスして
いる進化型基地局ｅＮｏｄｅＢが変更されたか否かを判定する第２の判定モジュールと、
　前記ＵＥの現在アクセスしているｅＮｏｄｅＢが変更されていない場合、前記ＵＥにサ
ービスするように前記ターゲットＳＧＷを選択するとともに、前記ＵＥがターゲットＳＧ
Ｗのサービスエリア中に変更することを指示する通知メッセージを、前記ｅＮｏｄｅＢに
送信する、又は、前記ＵＥにＳＧＷを選択することを停止し、前記ＵＥに引き続きソース
ＳＧＷでサービスを受けることを直接に指示する実行モジュールと、
　を含むトラッキングエリア更新後にユーザ機器サービスの継続性を維持する装置。
【請求項７】
　前記実行モジュールにより前記ターゲットＳＧＷを前記ＵＥにサービスするＳＧＷとし
て選択してから、コアネットワークが前記ターゲットＳＧＷで前記ＵＥに第１のベアラコ
ンテキストを作成したことを確定する第１の確定モジュールと、
　前記第１のベアラコンテキストが作成されたことにより、トラッキングエリア更新が成
功したと確定し、前記ＵＥに対してトラッキングエリア更新が成功したことを指示する確
認メッセージを送信する第２の確定モジュールと、をさらに含む請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記実行モジュールは、
　前記ＵＥが前記ターゲットＳＧＷに載置した、前記ＵＥがすでに前記ターゲットＳＧＷ
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のサービスエリア中に変更したことを指示するインターネットプロトコルＩＰアドレスと
トンネルエンドポイント識別子ＴＥＩＤを取得する取得ユニットと、
　前記ＩＰアドレスと前記ＴＥＩＤとを通知メッセージに載せて前記ｅＮｏｄｅＢに送信
する送信ユニットとを含む請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記実行モジュールは、
　前記確認メッセージにおける前記ＩＰアドレスと前記ＴＥＩＤにより前記ＵＥに載置さ
せるアップリンクを前記ソースＳＧＷから前記ターゲットＳＧＷに切り替えることを前記
ｅＮｏｄｅＢに指示する切替指示ユニットと、
　切替操作が成功した場合、前記ＵＥからのアップリンクサービスパケットを受信し、ア
ップリンクサービスパケットを前記ターゲットＳＧＷに転送することをｅＮｏｄｅＢに指
示する転送指示ユニットとを含む請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記実行モジュールにより、前記ターゲットＳＧＷを前記ＵＥにサービスするＳＧＷと
して選択するとともに、前記ｅＮｏｄｅに対して、前記ＵＥに前記ターゲットＳＧＷのサ
ービスエリアに変更することを指示する通知メッセージを送信する、又は、前記ＵＥにＳ
ＧＷを選択することを停止し、直接前記ＵＥに引き続きソースＳＧＷでサービスを受ける
ことを指示することが実行されてから、前記ＵＥに対してトラッキングエリア更新が成功
した旨の確認メッセージを送信する送信モジュールをさらに含む請求項６に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信分野に関し、具体的には、トラッキングエリア更新後にユーザ機器サービ
スの継続性を維持する方法及び装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ、長期間進化）システムにおけるＥ
ＰＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｙｓｔｅｍ、進化したパケットシステム）にお
いて、ＳＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ、サービスゲートウェイ）が対応するサ
ービスエリアがあり、サービスエリアの粒度はＴＡ（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ、トラ
ッキングエリア）である。異なるＳＧＷのサービスエリアが重なることがある。ＭＭＥ（
Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ、移動管理エンティティ）がＵ
Ｅ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ユーザ機器）にＳＧＷを選択するとき、ネットワー
クトポロジー構造に基づき行われている。
【０００３】
　ＵＥが移動する時、ＴＡの変更がトリガーされるＴＡＵ（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ
　Ｕｐｄａｔｅ、トラッキングエリア更新）の場合、ＵＥの新しく入ったＴＡがＵＥのア
クセスしている元ＳＧＷのサービスエリア内になければ、ＭＭＥがＵＥに新しいＳＧＷを
選択してあげることになる。この時、ＵＥのアクセスしている進化型基地局（ｅＮｏｄｅ
Ｂ又はｅＮｏｄｅＢ）は変更がない場合、ＳＧＷが変更されたため、ＵＥがＳ１-Ｕイン
ターフェース（３ＧＰＰプロトコルにおけるインターフェース）においてＳＧＷ側に載置
されたＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ、インターネットプロトコル）アドレ
スとＴＥＩＤ（Ｔｕｎｎｅｌ　Ｅｎｄｐｏｉｎｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ、トンネルエン
ドポイント識別子）が変更されることになり、しかし、この時ｅＮｏｄｅＢがＵＥの載置
アップリンクＩＰアドレスとＴＥＩＤの変更が承知しないため、ＵＥサービスの中断にな
り、また、ＵＥが再びネットワークにアクセスする、又はＳＧＷ変更を実行する切替前の
ＵＥサービスがリカバリすることができない。
【０００４】
　以下、２つの方面から上記場面について詳しく説明する。
　まず、「ユーザ機器（ＵＥ）は、進化型基地局（ｅＮｏｄｅＢ）が変更されないがサー
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ビスゲートウェイ（ＳＧＷ）が変更されたトラッキングエリア更新（ＴＡＵ）によるＴＡ
Ｕの後に発生するサービス中断」という場面の条件を説明する。
【０００５】
　ＭＭＥは複数のトラッキングエリアリスト（ＴＡＬｉｓｔ）を保持しているが、その中
の２つのＴＡ　Ｌｉｓｔに含まれるＴＡＣ（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｃｏｄｅ、ト
ラッキングエリアコード）は以下の通りである。
【数１】

 
【０００６】
　この２つのＴＡ　Ｌｉｓｔに含まれるＴＡＣの値が重なる部分がなく、且つそれぞれ２
つのＳＧＷのサービスエリアに対応し、ＴＡ　Ｌｉｓｔ１がＳＧＷ１に、ＴＡ　Ｌｉｓｔ
２はＳＧＷ２に対応する。ＭＭＥ、ＳＧＷ１及びＳＧＷ２はいずれもｅＮｏｄｅＢに接続
し、ｅＮｏｄｅＢ内にセルＡとセルＢがあり、セルＡのＴＡＣはＴＡＣ１で、セルＢのＴ
ＡＣはＴＡＣ４である。
【０００７】
　上記場面条件に基づき、以下、ＴＡＵがトリガーされる２種類の原因により上記場面を
さらに２種類の場面を分けて、図１と図２を結合しながら検討する。
【０００８】
　場面一、ＵＥが移動せず、ｅＮｏｄｅＢ側のセルＴＡＣ配置の修正により、ＵＥがＴＡ
変更を開始させたＴＡＵ。
【０００９】
　図１を参照し、当該場面において、ｅＮｏｄｅＢはＴＡ　Ｌｉｓｔ１とＴＡ　Ｌｉｓｔ
２におけるＴＡＣを同時にサポートしている。ＵＥがｅＮｏｄｅＢのセルＡでアクセスし
て、セルＡのＴＡＣ＝ＴＡＣ１で、コアネットワーク側にてＳＧＷ１がアクセスされてい
る。この場合、ｅＮｏｄｅＢ側で手動でセルＡのＴＡＣを、ＴＡＣ１からＴＡＣ４になる
ように修正することで、ｅＮｏｄｅＢにより更新する旨のブロードキャスト情報を発行す
ることをトリガーする。ＵＥがブロードキャストを受信してから、ＴＡが変更されたこと
に気づき、これにより、ＴＡのタイプを変更するＴＡＵプロセスがトリガーされる。ＭＭ
Ｅは、ＵＥがＴＡＵを開始させた時に所在するＴＡのＴＡＣがＴＡＣ４で、ＴＡ　Ｌｉｓ
ｔ２に属し、ＳＧＷ２のサービスエリアに対応することに気づき、この時、ＭＭＥはＵＥ
にＳＧＷを再選択して、ＳＧＷ２でＵＥにベアラコンテキスト（ＵＥの載置アップリンク
ＩＰアドレスとＴＥＩＤを含む）を作成するとともに、ＵＥのＳＧＷ１におけるベアラコ
ンテキスト（ＵＥの載置アップリンクＩＰアドレスとＴＥＩＤを含む）を削除する。ＴＡ
Ｕが成功してから、ＭＭＥはＵＥにトラッキングエリア更新受入れ（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　
Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ａｃｃｅｐｔ）メッセージをフィードバックする。しかし、当
該ＴＡＵにおいて、ｅＮｏｄｅＢ　ＵＥのアクセスするＳＧＷが変更されたことを通知す
るＳ１インターフェースのシグナリングメッセージがないため、ｅＮｏｄｅＢが依然とし
てＵＥのアップリンクサービスパケットをＳＧＷ１に転送するが、しかし、この時ＳＧＷ
１には、ＵＥのベアラコンテキスト（ＵＥの載置アップリンクＩＰアドレスとＴＥＩＤを
含む）がすでに削除されていて、ＳＧＷ１がＵＥのアップリンクサービスパケットを受信
したが、次の操作ができず、ＵＥのサービスの中断になってしまう。
【００１０】
　場面二、ＵＥがｅＮｏｄｅＢ内で移動し、ｅＮｏｄｅＢ側セルは、ＵＥがＴＡの変更を
開始させることをトリガーするＴＡＵを修正する。
【００１１】
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　図２を参照し、当該場面には、ｅＮｏｄｅＢはＴＡ　Ｌｉｓｔ１とＴＡ　Ｌｉｓｔ２に
おけるＴＡＣを同時にサポートしている。ＵＥがｅＮｏｄｅＢのセルＡでアクセスして、
セルＡのＴＡＣ＝ＴＡＣ１で、コアネットワーク側にてＳＧＷ１がアクセスされ、ｅＮｏ
ｄｅＢのセルＢのＴＡＣ＝ＴＡＣ４である。ＵＥがセルＡからセルＢに切替し、切替が完
了してから、ＵＥはＴＡが変更されたことに気づき、ＴＡＵを開始させる。ＭＭＥは、Ｕ
ＥがＴＡＵを開始させたＴＡＣがＴＡＣ４で、ＴＡ　Ｌｉｓｔ２し、ＳＧＷ２のサービス
エリアに対応することに気づき、この時、ＭＭＥはＵＥにＳＧＷを再選択し、ＳＧＷ２で
ＵＥにベアラコンテキスト（ＵＥの載置アップリンクＩＰアドレスとＴＥＩＤを含む）を
作成するとともに、ＵＥがＳＧＷ１におけるベアラコンテキスト（ＵＥの載置アップリン
クＩＰアドレスとＴＥＩＤを含む）を削除する。ＴＡＵが成功してから、ＭＭＥはＵＥに
トラッキングエリア更新受入れ（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ａｃｃｅ
ｐｔ）メッセージをフィードバックする。しかし、当該ＴＡＵにおいて、ｅＮｏｄｅＢ　
ＵＥのアクセスするＳＧＷが変更されたことを通知するＳ１インターフェースのシグナリ
ングメッセージがないため、ｅＮｏｄｅＢが依然としてＵＥのアップリンクサービスパケ
ットをＳＧＷ１に転送するが、しかし、この時ＳＧＷ１には、ＵＥのベアラコンテキスト
（ＵＥの載置アップリンクＩＰアドレスとＴＥＩＤを含む）がすでに削除されていて、Ｓ
ＧＷ１がＵＥのアップリンクサービスパケットを受信したが、次の操作ができず、ＵＥの
サービスの中断になってしまう。
【００１２】
　関連技術に係わる上記場面における進化型基地局（ｅＮｏｄｅＢ）がＵＥの載置アップ
リンクＩＰアドレスとＴＥＩＤが変更されたことを承知できないことによりＵＥサービス
が中断してしまうという課題に対して、今まで効果的なソリューションが提出されていな
い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、少なくとも上記課題を解決するために、トラッキングエリアの更新後にユー
ザ機器サービスの継続性を維持する方法及び装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の一つの方面によると、ユーザ機器（ＵＥ）がトラッキングエリア更新（ＴＡＵ
）要求を発信してから、移動管理エンティティ（ＭＭＥ）は、更新後のターゲットサービ
スゲートウェイ（ＳＧＷ）とソースサービスゲートウェイ（ＳＧＷ）とが同様であるか否
かを判定することと、判定結果がＮＯである場合、ＭＭＥは、続いてＵＥの現在アクセス
している進化型基地局（ｅＮｏｄｅＢ）が変更されたか否かを判定することと、ｅＮｏｄ
ｅＢが変更されていない場合、ＭＭＥがＵＥにサービスするようにターゲットＳＧＷを選
択するとともに、ＵＥがターゲットＳＧＷのサービスエリア中に変更することを指示する
通知メッセージを、ｅＮｏｄｅＢに送信する、又は、ＭＭＥは、ＵＥにＳＧＷを選択する
ことを停止し、ＵＥに引き続きソースＳＧＷでサービスを受けることを直接に指示するこ
ととを含むトラッキングエリア更新後にユーザ機器サービスの継続性を維持する方法を提
供する。
【００１５】
　ＭＭＥは、ターゲットＳＧＷをＵＥにサービスするＳＧＷとして選択してから、ＭＭＥ
は、コアネットワークがターゲットＳＧＷでＵＥに第１のベアラコンテキストを作成した
ことを確定することと、ＭＭＥは、第１のベアラコンテキストが作成されたことにより、
トラッキングエリア更新が成功したと確定し、ＵＥに対してトラッキングエリア更新が成
功したことを指示する確認メッセージを送信することとを含むことが好ましい。
【００１６】
　ＭＭＥがｅＮｏｄｅＢに対してＵＥにターゲットＳＧＷのサービスエリアに変更するこ
とを指示する通知メッセージを送信することは、ＭＭＥは、ＵＥがターゲットＳＧＷに載
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置した、ＵＥがすでにターゲットＳＧＷのサービスエリアに変更したことを指示するイン
ターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスとトンネルエンドポイント識別子（ＴＥＩＤ）を
取得することと、ＭＭＥはＩＰアドレスとＴＥＩＤとを通知メッセージに載せてｅＮｏｄ
ｅＢに送信することとを含むことが好ましい。
【００１７】
　ＭＭＥがＩＰアドレスとＴＥＩＤとを通知メッセージに載せてｅＮｏｄｅＢに送信して
から、ｅＮｏｄｅＢが確認メッセージにおけるＩＰアドレスとＴＥＩＤによりＵＥの載置
するアップリンクをソースＳＧＷからターゲットＳＧＷに切替ることと、切替操作が成功
した場合、ＵＥからのアップリンクサービスパケットを受信し、アップリンクサービスパ
ケットをターゲットＳＧＷに転送することとを含むことが好ましい。
【００１８】
　ＭＭＥがターゲットＳＧＷをＵＥにサービスするＳＧＷとして選択するとともに、ｅＮ
ｏｄｅに対して、ＵＥにターゲットＳＧＷのサービスエリアに変更することを指示する通
知メッセージを送信する、又は、ＵＥにＳＧＷを選択することを停止し、ＵＥに引き続き
ソースＳＧＷでサービスを受けることを直接に指示してから、ＭＭＥがＵＥに対してトラ
ッキングエリア更新が成功した旨の確認メッセージを送信することをさらに含むことが好
ましい。
【００１９】
　本発明のもう一つの方面によると、ユーザ機器（ＵＥ）がトラッキングエリア更新（Ｔ
ＡＵ）要求を発信してから、更新後のターゲットサービスゲートウェイ（ＳＧＷ）とソー
スサービスゲートウェイ（ＳＧＷ）とが同様であるか否かを判定する第１の判定モジュー
ルと、第１の判定モジュールの判定結果がＮＯである場合、ＵＥの現在アクセスしている
進化型基地局（ｅＮｏｄｅＢ）が変更されたか否かを判定する第２の判定モジュールと、
ＵＥの現在アクセスしているｅＮｏｄｅＢが変更されていない場合、ＵＥにサービスする
ようにターゲットＳＧＷを選択するとともに、ＵＥがターゲットＳＧＷのサービスエリア
中に変更することを指示する通知メッセージをｅＮｏｄｅＢに送信する、又は、ＵＥにＳ
ＧＷを選択することを停止し、ＵＥに引き続きソースＳＧＷでサービスを受けることを直
接に指示する実行モジュールとを含むトラッキングエリア更新後にユーザ機器サービスの
継続性を維持する装置を提供する。
【００２０】
　当該装置は、実行モジュールにより、ターゲットＳＧＷをＵＥにサービスするＳＧＷと
して選択してから、コアネットワークがターゲットＳＧＷでＵＥに第１のベアラコンテキ
ストを作成したことを確定する第１の確定モジュールと、第１のベアラコンテキストが作
成されたことにより、トラッキングエリア更新が成功したと確定し、ＵＥに対してトラッ
キングエリア更新が成功したことを指示する確認メッセージを送信する第２の確定モジュ
ールとをさらに含むことが好ましい。
【００２１】
　実行モジュールは、ＵＥがターゲットＳＧＷに載置した、ＵＥがすでにターゲットＳＧ
Ｗのサービスエリアに変更したことを指示するインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレ
スとトンネルエンドポイント識別子（ＴＥＩＤ）を取得する取得ユニットと、ＩＰアドレ
スとＴＥＩＤとを通知メッセージに載せてｅＮｏｄｅＢに送信する送信ユニットとを含む
ことが好ましい。
【００２２】
　実行モジュールは、確認メッセージにおけるＩＰアドレスとＴＥＩＤによりＵＥの載置
するアップリンクをソースＳＧＷからターゲットＳＧＷに切替ることをｅＮｏｄｅＢに指
示する切替指示ユニットと、切替操作が成功した場合、ＵＥからのアップリンクサービス
パケットを受信し、アップリンクサービスパケットをターゲットＳＧＷに転送することを
ｅＮｏｄｅＢに指示する転送指示ユニットとを含むことが好ましい。
【００２３】
　当該装置は、実行モジュールにより、ターゲットＳＧＷをＵＥにサービスするＳＧＷと
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して選択するとともに、ｅＮｏｄｅに対して、ＵＥにターゲットＳＧＷのサービスエリア
に変更することを指示する通知メッセージを送信する、又は、ＵＥにＳＧＷを選択するこ
とを停止し、直接ＵＥに引き続きソースＳＧＷでサービスを受けることを指示することが
実行されてから、ＵＥに対してトラッキングエリア更新が成功した旨の確認メッセージを
送信する送信モジュールをさらに含むことが好ましい。
【００２４】
　本発明によると、ｅＮｏｄｅＢが変更されないが、ＳＧＷが変更されたトラッキングエ
リア更新（ＴＡＵ）の場面において、ＭＭＥによりターゲットＳＧＷをＵＥにサービスす
るＳＧＷとして選択するとともに、ｅＮｏｄｅＢに対してＵＥにターゲットＳＧＷのサー
ビスエリアに変更することを指示する通知メッセージを送信する、又はＭＭＥによりＵＥ
にＳＧＷを選択することを停止し、直接ＵＥに引き続きソースＳＧＷでサービスを受ける
ことを指示することにより、ｅＮｏｄｅＢが変更されないが、ＳＧＷが変更されたトラッ
キングエリア更新（ＴＡＵ）の場面で、ｅＮｏｄｅＢがＵＥの載置したアップリンクＩＰ
アドレスとＴＥＩＤが変更されたことを承知できないことによりＵＥサービスの中断にな
ることが解決され、さらにＵＥがＴＡＵの後のサービスの継続性を維持し、ユーザのエク
スペリエンスが高められたなどの効果を達成できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
　以下に記載の図面は、本発明をさらに理解するために提供され、本願の一部を構成し、
本発明の好適の実施例及びその説明は本発明を解釈するものであり、本発明を限定するも
のではない。
【図１】関連技術に係わるｅＮｏｄｅＢのセルＴＡＣ配置の変更により、ＵＥが、ｅＮｏ
ｄｅＢが変更せず、ＳＧＷが変更されたＴＡＵを開始させた後（即ち場面一）、ＵＥサー
ビスが中断したことを示す図である。
【図２】関連技術に係わるＵＥがｅＮｏｄｅＢ内の異なるＴＡ間で移動することにより、
ＵＥが、ｅＮｏｄｅＢが変更せず、ＳＧＷが変更されたＴＡＵを開始させた後（即ち場面
二）、ＵＥサービスが中断したことを示す図である。
【図３】本発明の実施例に係わるトラッキングエリア更新にユーザ機器サービスの継続性
を維持する方法のフローチャート図である。
【図４】本発明の好適な実施例一に係わるＵＥが、ｅＮｏｄｅＢが変更せずＳＧＷが変更
されたＴＡＵを開始させた後、ＵＥサービスの継続性を維持することを示す図である。
【図５】本発明の好適な実施例二に係わるＵＥが、ｅＮｏｄｅＢが変更せずＳＧＷが変更
されたＴＡＵを開始させた後、ＵＥサービスの継続性を維持することを示す図である。
【図６】本発明の好適な実施例一に係わるｅＮｏｄｅＢのセルＴＡＣ配置が変更によりＵ
Ｅが、ｅＮｏｄｅＢが変更せずＳＧＷが変更されたＴＡＵを開始させた後（即ち場面一）
ＵＥサービスの継続性を維持するフローチャート図である。
【図７】本発明の好適な実施例一に係わるＵＥがｅＮｏｄｅＢ内の異なるＴＡ間で移動す
ることにより、ＵＥが、ｅＮｏｄｅＢが変更せずＳＧＷが変更されたＴＡＵを開始させた
後（即ち場面二）、ＵＥサービスの継続性を維持するフローチャート図である。
【図８】本発明の好適な実施例二に係わるｅＮｏｄｅＢのセルＴＡＣ配置の変更により、
ＵＥが、ｅＮｏｄｅＢが変更せずＳＧＷが変更されたＴＡＵを開始させた後（即ち場面一
）、ＵＥサービスの継続性を維持するフローチャート図である。
【図９】本発明の好適な実施例二に係わるＵＥがｅＮｏｄｅＢ内の異なるＴＡ間で移動す
ることにより、ＵＥが、ｅＮｏｄｅＢが変更せずＳＧＷが変更されたＴＡＵを開始させた
後（即ち場面二）、ＵＥサービスの継続性を維持するフローチャート図である。
【図１０】本発明の実施例に係わるトラッキングエリア更新後にユーザ機器サービスの継
続性を維持する装置の構造ブロック図である。
【図１１】本発明の好適な実施例に係わるトラッキングエリア更新後にユーザ機器サービ
スの継続性を維持する装置の構造ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２６】
　以下、図面を参照しながら、実施例を結合して本発明を詳しく説明する。なお、本願の
実施例および実施例の特徴は、衝突がない場合には、互いに組み合わせることが可能であ
る。
【００２７】
　図３は本発明の実施例に係わるトラッキングエリア更新にユーザ機器サービスの継続性
を維持する方法のフローチャート図である。図３に示すように、当該方法は主に以下のよ
うなステップ（ステップＳ３０２～ステップＳ３０６を含む）。
【００２８】
　ステップＳ３０２について、ユーザ機器（ＵＥ）がトラッキングエリア更新（ＴＡＵ）
要求を発信してから、移動管理エンティティ（ＭＭＥ）は、更新後のターゲットサービス
ゲートウェイ（ＳＧＷ）とソースサービスゲートウェイ（ＳＧＷ）とが同様であるか否か
を判定する。
　ステップＳ３０４について、判定結果がＮＯである場合、ＭＭＥは、続いてＵＥの現在
アクセスしている進化型基地局（ｅＮｏｄｅＢ）が変更されたか否かを判定する。
　ステップＳ３０６について、ｅＮｏｄｅＢが変更されていない場合、ＭＭＥはターゲッ
トＳＧＷをＵＥにサービスするＳＧＷとして選択するとともに、ｅＮｏｄｅＢに対してＵ
ＥにターゲットＳＧＷのサービスエリアに変更することを指示する通知メッセージを送信
する、又は、ＭＭＥは、ＵＥにＳＧＷを選択することを停止し、直接ＵＥに引き続きソー
スＳＧＷでサービスを受けることを指示する。
【００２９】
　本実施例のステップＳ３０４において、ＭＭＥは、ターゲットＳＧＷをＵＥにサービス
するＳＧＷとして選択してから、ＭＭＥは、コアネットワークがターゲットＳＧＷでＵＥ
に第１のベアラコンテキストを作成したことを確定することと、ＭＭＥは、第１のベアラ
コンテキストが作成されたことにより、トラッキングエリア更新が成功したと確定し、Ｕ
Ｅに対してトラッキングエリア更新が成功したことを指示する確認メッセージを送信する
。
【００３０】
　本実施例のステップＳ３０４において、ＭＭＥがｅＮｏｄｅＢに対してＵＥにターゲッ
トＳＧＷのサービスエリアに変更することを指示する通知メッセージを送信するとき、具
体的には、ＭＭＥが、まずＵＥがターゲットＳＧＷに載置した、ＵＥがすでにターゲット
ＳＧＷのサービスエリアに変更したことを指示するインターネットプロトコル（ＩＰ）ア
ドレスとトンネルエンドポイント識別子（ＴＥＩＤ）を取得して、それからＩＰアドレス
とＴＥＩＤとを通知メッセージに載せてｅＮｏｄｅＢに送信することを含む。
【００３１】
　例えば、実際の応用において、以下のような方式を採用することができる。
【００３２】
　図４は本発明の好適な実施例一に係わるＵＥが、ｅＮｏｄｅＢが変更せずＳＧＷが変更
されたＴＡＵを開始させた後、ＵＥサービスの継続性を維持することを示す図である。図
４に示すように、ＵＥがＴＡＵ要求を発信してから、ＭＭＥがまず更新されたターゲット
ＴＡが、ＵＥの元にアクセスしていたＳＧＷ１のサービスエリアを超えているか否かを判
定するとともに、ＵＥの現在アクセスしているｅＮｏｄｅＢが変更されたか否かを続いて
判定し、最終的に、ＵＥのＳＧＷが変更されたが、ＵＥのアクセスしているｅＮｏｄｅＢ
が変更されていないと判定する場合、ＵＥにＳＧＷを再選択する。さらに、コアネットワ
ークがＳＧＷ２で新しいベアラコンテキストを作成してから、ＭＭＥが、ＵＥに対してＴ
ＡＣ　ＡＣＣ（トラッキングエリア更新成功確認メッセージ）を送信し、且つｅＮｏｄｅ
Ｂに対して、パス切替要求応答（Ｐａｔｈ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋｎｏ
ｗｌｅｄｇｅ）メッセージ（ＵＥがＳＧＷ２に載置する伝送層（即ちＩＰ）アドレスとＴ
ＥＩＤを載せる）を送信し、ｅＮｏｄｅＢが当該パス切替要求応答メッセージを受信して
から、ローカルで載置アドレスとＴＥＩＤのアップリンク切替（即ちｅＮｏｄｅＢのアッ
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プリンクパスをＳＧＷ１からＳＧＷ２に移行させる）をして、それが受信したＵＥからの
アップリンクサービスパケットをＳＧＷ２に転送する。こうすると、ＴＡＵが完了後に、
ＵＥのサービスが順調にＳＧＷ２に切替え、ＵＥサービスの継続性が確保されている。
【００３３】
　本実施例において、ＭＭＥがＩＰアドレスとＴＥＩＤとを確認メッセージに載せて、ｅ
ＮｏｄｅＢに送信してから、ｅＮｏｄｅＢが、確認メッセージにおけるＩＰアドレスとＴ
ＥＩＤにより、ＵＥの載置したアップリンクをソースＳＧＷからターゲットＳＧＷに切り
替えることができ、切り替え操作が成功した場合、ＵＥからのアップリンクパケットを受
信し、アップリンクサービスパケットをターゲットＳＧＷに転送する。
【００３４】
　例えば、実際の応用において、ＭＭＥは、ＵＥにＳＧＷを選択することを停止し、直接
ＵＥに続いてソースＳＧＷでサービスを受けることを指示するとき、以下のような方式を
採用することができる。
【００３５】
　図５は本発明の好適な実施例二に係わるＵＥが、ｅＮｏｄｅＢが変更せずＳＧＷが変更
されたＴＡＵを開始させた後、ＵＥサービスの継続性を維持することを示す図である。図
５に示すように、ＵＥがＴＡＵ要求を発信してから、ＭＭＥがまず更新されたターゲット
ＴＡが、ＵＥの元にアクセスしていたＳＧＷ１のサービスエリアを超えているか否かを判
定するとともに、ＵＥの現在アクセスしているｅＮｏｄｅＢが変更されたか否かを続いて
判定し、最終的に、ＵＥのＳＧＷが変更されたが、ＵＥのアクセスしているｅＮｏｄｅＢ
が変更されていないと判定する場合、ＭＭＥがＵＥにＳＧＷを再選択することをせず、Ｕ
Ｅが続いてソースＳＧＷでサービスを受けることを許容する。また、ＵＥに対してＴＡＣ
　ＡＣＣ（トラッキングエリア更新成功確認メッセージ）を送信する。このように、ＴＡ
Ｕが完了後に、ＵＥが引き続きＳＧＷ１のサービスを受け、同じくＵＥサービスの継続性
が確保されている。
【００３６】
　本実施例において、ＭＭＥがＵＥにＳＧＷを選択することを停止し、直接ＵＥに続いて
ソースＳＧＷでサービスを受けることを指示してから、ＭＭＥがさらにＵＥに対してトラ
ッキングエリア更新が成功したことを指示する確認メッセージを送信する。
【００３７】
　以下、図６、図７を結合して、本発明の好適な実施例一の実現するプロセス（実施例１
と実施例２を含む）について詳しく説明する。
【００３８】
　実施例１
　図６は、本発明の好適な実施例一に係わるｅＮｏｄｅＢのセルＴＡＣ配置が変更により
ＵＥが、ｅＮｏｄｅＢが変更せずＳＧＷが変更されたＴＡＵを開始させた後（即ち場面一
）ＵＥサービスの継続性を維持するフローチャート図である。図６に示すように、当該プ
ロセスには以下のようなステップが含まれる（ステップＳ６０２～ステップＳ６１０）。
【００３９】
　ステップＳ６０２について、ＵＥ　ＡＴＴＡＣＨ（アタッチ）が成功し、ＳＧＷ１がア
クセスされ、ＳＧＷ１でベアラコンテキストを作成し、データが通常通りに伝送される。
【００４０】
　ステップＳ６０４について、ｅＮｏｄｅＢ配置セルＴＡＣが変更され、ＵＥが更新した
ブロードキャストを受信してから、セルＴＡが変更され、且つＵＥがＴＡで登録していな
いことに気づき、ＴＡＵプロセスを開始させる。
【００４１】
　ステップＳ６０６について、ＭＭＥがＴＡＵ要求を受信して、ＴＡがＳＧＷ１サービス
エリアに属しないことに気づき、ＳＧＷを再選択すべきと判定し、ＭＭＥがＳＧＷ２で載
置作成プロセスを開始させる。
【００４２】



(10) JP 5844942 B2 2016.1.20

10

20

30

40

50

　ステップＳ６０８について、ＳＧＷ２の載置作成が成功し、ＭＭＥがＵＥに対してＴＡ
Ｕ　ＡＣＣメッセージを送信するとともに、ｅＮｏｄｅＢに対して、パス切替要求応答メ
ッセージを送信し、ＳＧＷ２の載置ＩＰアドレスとＴＥＩＤ情報をｅＮｏｄｅＢに通知し
、ＭＭＥがＳＧＷ１に返事要求を削除するメッセージを送信し、ＳＧＷ１によりＵＥの載
置情報が削除される。
【００４３】
　ステップＳ６１０について、ｅＮｏｄｅがメッセージを受信してから、載置したアップ
リンクＩＰアドレスとＴＥＩＤを切替え、ＳＧＷ２にＵＥのデータパケットを転送する。
ＵＥデータサービスが継続するように維持されている。
【００４４】
　実施例２
　図７は、本発明の好適な実施例一に係わるＵＥがｅＮｏｄｅＢ内の異なるＴＡ間で移動
することにより、ＵＥが、ｅＮｏｄｅＢが変更せずＳＧＷが変更されたＴＡＵを開始させ
た後（即ち場面二）、ＵＥサービスの継続性を維持するフローチャート図である。図７に
示すように、当該プロセスには、以下のようなステップ（ステップＳ７０２～ステップＳ
７１０）が含まれる。
【００４５】
　ステップＳ７０２について、ＵＥ　ＡＴＴＡＣＨ（アタッチ）が成功し、ＳＧＷ１がア
クセスされ、ＳＧＷ１でベアラコンテキストを作成し、データが通常通りに伝送される。
【００４６】
　ステップＳ７０４について、ｅＮｏｄｅＢ内の異なるＴＡ間で移動し、ＵＥが移動先セ
ルのブロードキャストを受信してから、セルＴＡが変更され、且つＵＥがＴＡで登録して
いないことに気づき、ＴＡＵプロセスを開始させる。
【００４７】
　ステップＳ７０６について、ＭＭＥがＴＡＵ要求を受信して、ＴＡがＳＧＷ１サービス
エリアに属しないことに気づき、ＳＧＷを再選択すべきと判定し、ＭＭＥがＳＧＷ２で載
置作成プロセスを開始させる。
【００４８】
　ステップＳ７０８について、ＳＧＷ２の載置作成が成功し、ＭＭＥがＵＥに対してＴＡ
Ｕ　ＡＣＣメッセージを送信するとともに、ｅＮｏｄｅＢに対して、パス切替要求応答メ
ッセージを送信し、ＳＧＷ２の載置ＩＰアドレスとＴＥＩＤ情報をｅＮｏｄｅＢに通知し
、ＭＭＥがＳＧＷ１に返事要求を削除するメッセージを送信し、ＳＧＷ１によりＵＥの載
置情報が削除される。
【００４９】
　ステップＳ７１０について、ｅＮｏｄｅがメッセージを受信してから、載置したアップ
リンクＩＰアドレスとＴＥＩＤを切替え、ＳＧＷ２にＵＥのデータパケットを転送する。
ＵＥデータサービスが継続するように維持されている。
【００５０】
　以下、図８、図９を結合して、本発明の好適な実施例二の実現するプロセス（実施例３
と実施例４を含む）を詳しく説明する。
【００５１】
　実施例３
　図８は、本発明の好適な実施例二に係わるｅＮｏｄｅＢのセルＴＡＣ配置の変更により
、ＵＥが、ｅＮｏｄｅＢが変更せずＳＧＷが変更されたＴＡＵを開始させた後（即ち場面
一）、ＵＥサービスの継続性を維持するフローチャート図である。図８に示すように、当
該プロセスは以下のようなステップが含まれる（ステップＳ８０２～ステップＳ８０８）
。
【００５２】
　ステップＳ８０２について、ＵＥ　ＡＴＴＡＣＨ（アタッチ）が成功し、ＳＧＷ１がア
クセスされ、ＳＧＷ１でベアラコンテキストを作成し、データが通常通りに伝送される。
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【００５３】
　ステップＳ８０４について、ｅＮｏｄｅＢ配置セルＴＡＣが変更され、ＵＥが更新され
たブロードキャストを受信してから、セルＴＡが変更され、且つＵＥがＴＡで登録してい
ないことに気づき、ＴＡＵプロセスを開始させる。
【００５４】
　ステップＳ８０６について、ＭＭＥがＴＡＵ要求を受信して、新しいＴＡがＳＧＷ１サ
ービスエリアに属しなく、且つＵＥのアクセスしているｅＮｏｄｅＢが変更されていない
ことに気づき、ＭＭＥがＳＧＷを再選択することを止め、ＵＥに引き続きＳＧＷ１でサー
ビスを受けさせる。
【００５５】
　ステップＳ８０８について、ＭＭＥがＵＥに対してＴＡＵ　ＡＣＣメッセージを送信し
、ＵＥデータサービスが継続するように維持されている。
【００５６】
　実施例４
　図９は、本発明の好適な実施例二に係わるＵＥがｅＮｏｄｅＢ内の異なるＴＡ間で移動
することにより、ＵＥが、ｅＮｏｄｅＢが変更せずＳＧＷが変更されたＴＡＵを開始させ
た後（即ち場面二）、ＵＥサービスの継続性を維持するフローチャート図である。図９に
示すように、当該プロセスには、以下のようなステップが含まれる（ステップＳ９０２～
ステップＳ９０８）。
【００５７】
　ステップＳ９０２について、ＵＥがｅＮｏｄｅＢ内の異なるＴＡ間で移動し、ＵＥが移
動先セルのブロードキャストを受信してから、セルＴＡが変更され、且つＵＥがＴＡで登
録していないことに気づき、ＴＡＵプロセスを開始させる。
【００５８】
　ステップＳ９０４について、ｅＮｏｄｅＢ配置セルＴＡＣが変更され、ＵＥが更新され
たブロードキャストを受信してから、セルＴＡが変更され、且つＵＥがＴＡで登録してい
ないことに気づき、ＴＡＵプロセスを開始させる。
 
【００５９】
　ステップＳ９０６について、ＭＭＥがＴＡＵ要求を受信して、新しいＴＡがＳＧＷ１サ
ービスエリアに属しなく、且つＵＥのアクセスしているｅＮｏｄｅＢが変更されていない
ことに気づき、ＭＭＥがＳＧＷを再選択することを止め、ＵＥに引き続きＳＧＷ１でサー
ビスを受けさせる。
【００６０】
　ステップＳ９０８について、ＭＭＥがＵＥに対してＴＡＵ　ＡＣＣメッセージを送信し
、ＵＥデータサービスが継続するように維持されている。
【００６１】
　上記実施例係わるトラッキングエリア更新後にユーザ機器サービスの継続性を維持する
方法を採用することで、ＵＥにｅＮｏｄｅＢが変更されないが、ＳＧＷが変更されたトラ
ッキングエリア更新（ＴＡＵ）が発生した場合、ＭＭＥによりターゲットＳＧＷをＵＥに
サービスするＳＧＷとして選択するとともに、ｅＮｏｄｅＢに対してＵＥにターゲットＳ
ＧＷのサービスエリアに変更することを指示する通知メッセージを送信する、又はＭＭＥ
によりＵＥにＳＧＷを選択することを停止し、直接ＵＥに引き続きソースＳＧＷでサービ
スを受けることを指示することにより、当該場面におけるｅＮｏｄｅＢがＵＥの載置した
アップリンクＩＰアドレスとＴＥＩＤが変更されたことを承知してから、タイムリーにＵ
Ｅサービスパスを調整し、ＵＥのＴＡＵの後のサービスの継続性が維持され、ユーザのエ
クスペリエンスが高められたなどの効果を達成できる。
【００６２】
　図１０は、本発明の実施例に係わるトラッキングエリア更新後にユーザ機器サービスの
継続性を維持する装置の構造ブロック図である。当該装置は、上記実施例に係わるトラッ
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キングエリア更新後にユーザ機器サービスの継続性を維持する方法を実現することに用い
られ、図１０に示すように、当該装置は、ユーザ機器（ＵＥ）がトラッキングエリア更新
（ＴＡＵ）要求を発信してから、更新後のターゲットサービスゲートウェイ（ＳＧＷ）と
ソースサービスゲートウェイ（ＳＧＷ）とが同様であるか否かを判定する第１の判定モジ
ュール１０と、第１の判定モジュール１０に接続され、第１の判定モジュールの判定結果
がＮＯである場合、ＵＥの現在アクセスしている進化型基地局（ｅＮｏｄｅＢ）が変更さ
れたか否かを判定する第２の判定モジュール２０と、第２の判定モジュール２０に接続さ
れ、ＵＥの現在アクセスしているｅＮｏｄｅＢが変更されていない場合、ターゲットＳＧ
ＷをＵＥにサービスするＳＧＷとして選択するとともに、ｅＮｏｄｅＢに対してＵＥにタ
ーゲットＳＧＷのサービスエリアに変更することを指示する通知メッセージを送信する、
又は、ＵＥにＳＧＷを選択することを停止し、直接ＵＥに引き続きソースＳＧＷでサービ
スを受けることを指示する実行モジュール３０とを含む。
【００６３】
　図１１は本発明の好適な実施例に係わるトラッキングエリア更新後にユーザ機器サービ
スの継続性を維持する装置の構造ブロック図である。図１１に示すように、当該装置は、
実行モジュールに接続され、ターゲットＳＧＷをＵＥにサービスするＳＧＷとして選択し
てから、コアネットワークがターゲットＳＧＷでＵＥに第１のベアラコンテキストを作成
したことを確定する第１の確定モジュール４０と、第１の確定モジュール４０に接続され
、第１のベアラコンテキストが作成されたことにより、トラッキングエリア更新が成功し
たと確定し、ＵＥに対してトラッキングエリア更新が成功したことを指示する確認メッセ
ージを送信する第２の確定モジュール５０とをさらに含む。
【００６４】
　本実施例において、実行モジュール３０は、ＵＥがターゲットＳＧＷに載置した、ＵＥ
がすでにターゲットＳＧＷのサービスエリアに変更したことを指示するインターネットプ
ロトコル（ＩＰ）アドレスとトンネルエンドポイント識別子（ＴＥＩＤ）を取得する取得
ユニット３２と、取得ユニット３２に接続され、ＩＰアドレスとＴＥＩＤとを通知メッセ
ージに載せてｅＮｏｄｅＢに送信する送信ユニット３４とを含む。
【００６５】
　実行モジュール３０は、送信ユニット３４に接続され、確認メッセージにおけるＩＰア
ドレスとＴＥＩＤによりＵＥの載置するアップリンクをソースＳＧＷからターゲットＳＧ
Ｗに切り替えることをｅＮｏｄｅＢに指示する切替指示ユニット３６と、切替指示ユニッ
ト３６に接続され、切替操作が成功した場合、ＵＥからのアップリンクサービスパケット
を受信し、アップリンクサービスパケットをターゲットＳＧＷに転送することをｅＮｏｄ
ｅＢに指示する転送指示ユニット３８とを含むことが好ましい。
【００６６】
　本実施例において、当該装置は、実行モジュール３０に接続され、実行モジュール３０
により、ターゲットＳＧＷをＵＥにサービスするＳＧＷとして選択するとともに、ｅＮｏ
ｄｅに対して、ＵＥにターゲットＳＧＷのサービスエリアに変更することを指示する通知
メッセージを送信する、又は、ＵＥにＳＧＷを選択することを停止し、直接ＵＥに引き続
きソースＳＧＷでサービスを受けることを指示することが実行されてから、ＵＥに対して
トラッキングエリア更新が成功した旨の確認メッセージを送信する送信モジュール６０を
さらに含む。
【００６７】
　上記実施例に係わるトラッキングエリア更新後にユーザ機器サービスの継続性を維持す
る装置を採用すると、ｅＮｏｄｅＢが変更されないが、ＳＧＷが変更されたトラッキング
エリア更新（ＴＡＵ）の場面において、ＭＭＥによりターゲットＳＧＷをＵＥにサービス
するＳＧＷとして選択するとともに、ｅＮｏｄｅＢに対してＵＥにターゲットＳＧＷのサ
ービスエリアに変更することを指示する通知メッセージを送信する、又はＭＭＥによりＵ
ＥにＳＧＷを選択することを停止し、直接ＵＥに引き続きソースＳＧＷでサービスを受け
ることを指示することにより、ｅＮｏｄｅＢが変更されないが、ＳＧＷが変更されたトラ
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ＰアドレスとＴＥＩＤが変更されたことを承知できないことによりＵＥサービスの中断に
なることが解決され、さらにＵＥがＴＡＵの後のサービスの継続性を維持し、ユーザのエ
クスペリエンスが高められたなどの効果を達成できる。
【００６８】
　上記実施例に係わるトラッキングエリア更新後にユーザ機器サービスの継続性を維持す
る装置を採用することで、ＵＥにｅＮｏｄｅＢが変更されないが、ＳＧＷが変更されたト
ラッキングエリア更新（ＴＡＵ）が発生した場合、ＭＭＥによりターゲットＳＧＷをＵＥ
にサービスするＳＧＷとして選択するとともに、ｅＮｏｄｅＢに対してＵＥにターゲット
ＳＧＷのサービスエリアに変更することを指示する通知メッセージを送信する、又はＭＭ
ＥによりＵＥにＳＧＷを選択することを停止し、直接ＵＥに引き続きソースＳＧＷでサー
ビスを受けることを指示することにより、当該場面におけるｅＮｏｄｅＢがＵＥの載置し
たアップリンクＩＰアドレスとＴＥＩＤが変更されたことを承知してから、タイムリーに
ＵＥサービスパスを調整し、ＵＥのＴＡＵの後のサービスの継続性が維持され、ユーザの
エクスペリエンスが高められたなどの効果を達成できる。
【００６９】
　上記説明から分かるように、本発明は、ＵＥにｅＮｏｄｅＢが変更されないが、ＳＧＷ
が変更されたトラッキングエリア更新（ＴＡＵ）が発生した場合、ＭＭＥによりターゲッ
トＳＧＷをＵＥにサービスするＳＧＷとして選択するとともに、ｅＮｏｄｅＢに対してＵ
ＥにターゲットＳＧＷのサービスエリアに変更することを指示する通知メッセージを送信
する、又はＭＭＥによりＵＥにＳＧＷを選択することを停止し、直接ＵＥに引き続きソー
スＳＧＷでサービスを受けることを指示することにより、ＵＥにｅＮｏｄｅＢが変更され
ないが、ＳＧＷが変更されたトラッキングエリア更新（ＴＡＵ）の場面で、ｅＮｏｄｅＢ
がＵＥの載置したアップリンクＩＰアドレスとＴＥＩＤが変更されたことを承知できない
ことによりＵＥサービスの中断になることが解決され、当該場面におけるｅＮｏｄｅＢが
ＵＥの載置したアップリンクＩＰアドレスとＴＥＩＤが変更されたことを承知してから、
タイムリーにＵＥサービスパスを調整できるようになり、さらにＵＥがＴＡＵの後のサー
ビスの継続性を維持し、ユーザのエクスペリエンスが高められたなどの効果を達成できる
。
【００７０】
　言うまでもなく、上述した本発明の各モジュールまたはステップは、汎用のコンピュー
タ装置により実現することができ、単一のコンピュータ装置に集成してもよいし、複数の
コンピュータ装置からなるネットワークに配置してもよい。また、コンピュータ装置が実
行可能なプログラムコードにより実現されてもよい。これにより、記憶装置に記憶されて
コンピュータ装置により実行されることができる。或いは、それぞれ各々の集積回路モジ
ュールに作成したり、それらの中の複数のモジュールまたはステップを単一の集積回路モ
ジュールに作成したりして実現することができる。このように、本発明は、いずれの特定
のハードウェアとソフトウェアの組み合わせにも限定されない。
【００７１】
　以上は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明を限定するものではない。当業者であ
れば、本発明の様々な変更や変形が可能である。本発明の精神や原則を逸脱しないいずれ
の変更、置換、改良なども本発明の保護範囲内に含まれる。
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